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日進市地域包括支援センターの運営について 

１ 概要 

（１）目的

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定

のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上およ

び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等

を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置す

るもの。 

（２）設置主体

日進市

（３）設置時期及び形態

時期：平成１８年４月１日

形態：業務委託

名 称 受託法人 

中部地域包括支援センター （社福）日進市社会福祉協議会 

東部地域包括支援センター （医）愛泉会 

西部地域包括支援センター （社福）日進福祉会 

（４）担当圏域（日常生活圏域）

高齢者を見守る日常生活圏域を中学校区と定め、市内を西部・中部・

東部の３つに区分する日常生活圏域を設定し、圏域ごとに地域包括支援

センターを配置。

担当地域 

中部 
蟹甲町・折戸町・本郷町・岩崎町・岩藤町・南ヶ丘・東

山・栄（一・二丁目）・藤塚・竹の山 

東部 
藤枝町・米野木町・三本木町・藤島町・北新町・五色園・

栄（三～五丁目）・米野木台 

西部 
赤池町・浅田町・梅森町・野方町・梅森台・香久山・赤

池・岩崎台・赤池南・浅田平子 

令和５年８月３日（木）

令和５年度第１回地域包括支援センター運営部会 資料
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（５）各圏域の状況（令和５年４月末日時点）      【単位：人、％】 

※（  ）内は前年度。以下同じ 

 日進市全体 中部地区 東部地区 西部地区 

総人口 
93,610 

（93,261）

33,782 

（33,694）

22,510 

（22,488）

37,478 

（36,790）

高齢者人口 
18,987 

（18,857）

7,368 

（7,368） 

5,071 

（5,056） 

6,548 

（6,433） 

（前期高齢者人口）
8,341 

（8,754） 

3,045 

（3,229） 

2,124 

（2,265） 

3,172 

（3,260） 

（後期高齢者人口）
10,646 

（10,103）

4,323 

（4,139） 

2,947 

（2,791） 

3,376 

（3,173） 

高齢化率 
20.3 

（20.2） 

21.8 

（21.9） 

22.5 

（22.5） 

17.5 

（17.5） 

 日進市全体 中部地区 東部地区 西部地区 

介護認定者等数 
3,352 

（3,261） 

1,363 

（1,326） 

859 

（846） 

997 

（973） 

要
支
援

事業対象者 
129 

（117） 

62 

（58） 

31 

（28） 

36 

（31） 

要支援１ 
489 

（469） 

204 

（189） 

116 

（120） 

150 

（151） 

要支援２ 
570 

（572） 

226 

（236） 

143 

（147） 

187 

（176） 

要
介
護

要介護１ 
609 

（622） 

253 

（242） 

160 

（166） 

178 

（193） 

要介護２ 
458 

（430） 

182 

（176） 

128 

（117） 

130 

（124） 

要介護３ 
371 

（354） 

156 

（147） 

88 

（94） 

109 

（94） 

要介護４ 
441 

（416） 

169 

（165） 

120 

（97） 

128 

（127） 

要介護５ 
285 

（281） 

111 

（113） 

73 

（77） 

79 

（77） 

（市全体の要支援・要介護の人数には第 2 号被保険者、住所地特例も含む。） 
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２ 事業内容                         

（１）包括的支援事業 

①総合相談支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続

していくことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域

における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につ

なげる等の支援を行うもの。 

・初期段階での相談対応及び継続的・専門的な相談支援 

・その実施に当たって必要となるネットワークの構築 

・地域の高齢者の状況の実態の把握 

主な相談年間件数                 【単位：人】 

※（  ）内は前年度。以下同じ

 包括全体 中部包括 東部包括 西部包括 

相談人数 

※延べ人数

36,465 

（36,959）

13,552 

（15,086）

8,233 

（8,494）

14,680 

（13,379）

相談実人数 

【新規】

678 

（599） 

355 

（291） 

119 

（103） 

204 

（205） 

相談実人数 

 【継続】

9,812 

（9,354）

3,860 

（3,787）

2,234 

（2,058）

3,718 

（3,509）

電話人数 

※延べ人数

13,443 

（12,333）

5,469 

（5,616）

2,256 

（1,771）

5,718 

（4,946）

訪問人数 

※延べ人数

5,296 

（4,878）

2,172 

（2,063）

1,438 

（1,456）

1,686 

（1,359）
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    主な相談内容と年間件数 ※件数の多い順    【単位：件】 

相談内容 包括全体 中部包括 東部包括 西部包括 

介護保険サービス
3,452 

（3,313）

1,258 

（1,425）

1,003 

（873） 

1,191 

（1,015）

介護相談・介護方法
1,681 

（1,516）

311 

（355） 

485 

（457） 

885 

（704） 

虐待・権利擁護 
1,176 

（1,543）

151 

（717） 

79 

（149） 

946 

（677） 

福祉用具・住宅改修
1,036 

（1,046）

453 

（485） 

235 

（316） 

348 

（245） 

医療・保健 
896 

（811） 

280 

（198） 

376 

（442） 

240 

（171） 

安否確認 
670 

（457） 

276 

（66） 

64 

（56） 

330 

（335） 

高齢者福祉サービス  
480 

（657） 

220 

（357） 

111 

（128） 

149 

（172） 

認知症 
413 

（350） 

153 

（125） 

55 

（52） 

205 

（173） 

②権利擁護業務 

○ 地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分

に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つか

らない等の困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊

厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から

の支援を行うもの。 

・成年後見制度の活用促進 

・老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応 

・困難事例への対応 

・消費者被害の防止に関する諸制度の活用 
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相談・支援年間件数               【単位：件】 

 包括全体 中部包括 東部包括 西部包括

合計 

※延べ件数

1,176 

（1,543）

151 

（717） 

79 

（149） 

946 

（677） 

①成年後見制度
54 

（73） 

2 

（42） 

4 

（17） 

48 

（14） 

②高齢者虐待 
429 

（355） 

15 

（141） 

26 

(33） 

388 

（181） 

③困難事例 
669 

（1,081）

125 

(502) 

43 

(99) 

501 

(480) 

④消費者被害 
19 

(20) 

9 

(20) 

2 

（0） 

8 

（0） 

⑤その他 
5 

（14） 

0 

（12） 

4 

（0） 

1 

（2） 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

○ 介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設

の連携など、地域において多職種相互の協働等により連携する。 

○ 介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付にお

けるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより、個々の高

齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実

現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支

援専門員に対する支援等を行うもの。 

・「地域ケア会議」等を通じた自立支援に資するケアマネジメントの

支援 

・包括的・継続的なケア体制の構築 

・地域における介護支援専門員のネットワークの構築・活用 

・介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談 

・地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言 
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④介護予防支援・介護予防ケアマネジメント 

○ 要支援認定者、基本チェックリスト該当者に対して、介護予防及

び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境

その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所

型サービス、その他生活支援サービス等適切なサービスが包括的か

つ効果的に提供されるよう必要な援助を行う。 

・アセスメント、介護予防サービス計画の作成 

・サービス担当者会議、事業者等との連絡調整 

・モニタリング（給付管理） 

【単位：件】 

介護予防支援 
介護予防ケアマネジメント 

（第１号介護予防支援） 

自己 

作成 
委託 合計 

自己 

作成 
委託 合計 

中部 
1,669 

（1,491）

375 

（370） 

2,044 

（1,861）

1,658 

（1,539）

111 

（109）

1,769 

（1,648）

東部 
820 

（652） 

535 

（659） 

1,355 

（1,311）

563 

（640） 

252 

（200）

815 

（840） 

西部 
1,396 

（1,175）

537 

（569） 

1,933 

（1,744）

941 

（789） 

192 

（323）

1,133 

（1,112）

市 

全体 

3,885 

（3,318）

1,447 

（1,598）

5,332 

（4,916）

3,162 

（2,968）

555 

（632）

3,717 

（3,600）

（２）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

包括的支援事業を効果的に実施するために、介護サービスに限らず、

地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマル

サービスなどの様々な社会的資源が有機的に連携することができる環

境整備を行う。 

（３）地域ケア会議の実施 

医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、ＮＰＯ法人、

社会福祉法人、ボランティアなど地域の多様な関係者が適宜協働し、介

護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者

の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくもの。 

また、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政

策形成に着実に結びつけていくもの。 
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   【単位：件】 

開催回数
主な対象者 

要介護 要支援 その他 

中部 ９ ４ ５ ０ 

東部 ５ ５ ３ ３ 

西部 ６ ５ １ １ 

○中部地域包括 

回 テーマ（キーワード） 
対象者 

要介護 要支援 その他

１ 買い物困難、見守り体制 ○   

２ 買い物困難、通院困難、日中独居・孤立  〇  

３ 徘徊、認知症 ○   

４ 買い物困難、見守り体制  ○  

５ 徘徊、認知症、見守り体制 ○   

６ 介護サービス拒否、見守り体制  ○  

７ キーパーソン不在  ○  

８ 認知症 〇   

９ 日中独居・孤立  ○  

○東部地域包括

回 テーマ（キーワード） 
対象者 

要介護 要支援 その他

１
買い物困難、通院困難、認知症、日中独居・孤

立、見守り体制 
  ○ 

２

３

買い物困難、通院困難、日中独居・孤立、見守

り体制 
○ 〇  

４

介護サービス拒否、徘徊、認知症、精神疾患、

家族関係不仲、支援者に課題、日中独居・孤立、

認知症や精神疾患に対する理解、見守り体制 

○ 〇  

５

介護サービス拒否、車の危険な運転、認知症、

精神疾患、家族関係不仲、近隣者不仲、日中独

居・孤立、認知症や精神疾患に対する理解、見

守り体制 

  〇 
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○西部地域包括

回 テーマ（キーワード） 
対象者 

要介護 要支援 その他

１

徘徊、認知症、キーパーソン不在、支援者に課

題、認知症や精神疾患に対する理解、見守り体

制 

〇   

２

受診拒否、介護サービス拒否、認知症、キーパ

ーソン不在、日中独居・孤立、認知症や精神疾

患に対する理解 

〇   

３ 認知症、家族関係不仲、虐待等 〇   

４ 虐待等 〇   

５

服薬困難、認知症、キーパーソン不在、日中独

居・孤立、認知症や精神疾患に対する理解、見

守り体制

 〇  

６

買い物困難、通院困難、服薬困難、認知症、家

族関係不仲、キーパーソン不在、日中独居・孤

立、認知症や精神疾患に対する理解、見守り体

制

○   

７
認知症、キーパーソン不在、日中独居・孤立、

認知症や精神疾患に対する理解、見守り体制
  〇 

（４）「自由参加型」地域ケア会議 

   要介護度が軽度な方の参考事例をもとに、本人の介護予防や自立に向

けて必要と思われる支援について、専門職や地域関係者がそれぞれの立

場で意見交換や助言を行うもの。

回 テーマ 
対象者 参加 

者数 要介護 要支援

１

軽度認知症のご夫婦で、本人や夫は現在の生活

に困っているという意識がない。２人での生活

を続けるためにはどうしたらいいのか。 

〇 ○ 

３８ 

ママ友の交流を楽しみたいし、家族や友達との

交流も楽しみたい。 
〇  
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２

自宅近くの集まりの場に参加し、趣味の活動を

続けたい。 
 ○ 

４７ 認知症状が進行し、分からなくなることが増え

ている。状況に合わせて周りが上手に支援をす

ることで在宅生活が続けられるようにしたい。

○  

３

慣れない土地に転居し近隣の道に不慣れだが、

一人で外出や、夫の施設まで面会行きたい。 
 ○ 

３７ 認知症が少しづつ進行してきて、できないこと

が増えてきているが、できていること、好きな

ことを続けていきたい。 

○  

４

地域にある社会資源を活用しながら自宅での

生活を続けていきたい。 
 ○ 

３７ 長男に認知症状でできないことは受け入れて

もらいながら、本人のできることをサポートし

たい。 

〇  

５

足底の痺れの為に歩行状態が悪い女性が外歩

行を不安なく定期的に行えるようにするため

に。 

 〇 

４０ 

認知症独居の女性。近隣とお付き合いを続けな

がら自宅で暮らしていくために。 
〇  

６

思うように動けない事が少しずつ増えてきて

いる中で、楽しみや役割を持ち続け、生活して

いくためには。 

 〇 

３７ 
認知症と診断されているが、車で出掛けたい本

人と、事故を起こしているため運転をやめさせ

たいご家族の支援について。 

〇  
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（社会保険研究会 『平成 30 年 8 月版 介護保険制度の解説』） 
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３ 職員配置について                     

（１）職員配置に係る国の基準 

「地域包括支援センターの設置運営について」（平成１８年１０月１８日老計発

第１０１８００１号、老振発第１０１８００１号、老老発第１０１８００１号） 

【人員】 

〇原則として①保健師、②社会福祉士、③主任介護支援専門員を置く 

〇三職種の確保が困難である等の事情により、この人員によりがたい場

合には、これらに準ずる者を配置することもできる 

【員数】 

〇専らセンターの行う業務に従事する職員として、一のセンターが担当

する区域における第一号被保険者の数がおおむね 3,000 人以上 6,000 

人未満ごとに置くべき員数は、保健師、社会福祉士及び主任介護支援

専門員（これらに準ずる者を含む。）それぞれ各１人 

（２）日進市における職員配置に係る基準等 

 【人員】 

〇センター業務を実施するために、常勤かつ専従の職員を以下の職種毎

に１名以上配置 

①保健師又は地域ケアマネジメントや地域保健業務等の経験がある 

看護師  ②社会福祉士  ③主任介護支援専門員 

【員数※】 ※委託料積算上の基準

〇国の基準に基づく配置：３名 

〇高齢者人口 3,500 人以上の場合に、500 人ごとに 0.2 名を加配 

（３）職員配置の状況（令和５年４月末日時点）  

（ ）内は常勤換算した場合の人数

 包括全体 中部包括 東部包括 西部包括 

保健師・看護師 4（4）名 2（2）名 1（1）名 1（1）名

社会福祉士 4（4）名 2（2）名 1（1）名 1（1）名

主任介護支援専門員 3（3）名 1（1）名 1（1）名 1（1）名

介護支援専門員 10（7.7）名 6（4.1）名 2（1.8）名 2（1.8）名


